
 

余裕期間設定工事の試行について（イメージ） 

 

     

 

 

 

 

 



入札参加時

様式第3号
配置予定技術者

【注意】

余裕期間 実工期

余裕期間内

（別紙３）
現場代理人及び
技術者選任通知書

余裕期間設定工事における技術者の配置について（イメージ）

手持ち工事
（専任を要する工事）

工事期間
技術者Ａを配置

技術者等の
配置不要

余裕期間
設定工事

技術者Ａを配置⇒○

余裕期間設定工事
の工事開始日

手持ち工事
の完了日

　余裕期間設定工事の工事開始日
が、手持ち工事の完成日以降と
なっているため、同じ技術者Ａを
配置することができる。

余裕期間工事の
契約締結日

※配置予定技術者は最大3名まで提出でき
る。

（例）技術者Ａ：入札参加時手持ち工事有

※工事開始日において確実に配置できる

技術者を提出してください。

※通常工事と同様、落札決定後に技術者

が配置できないとなった場合は、指名停

止の措置の対象となることがあります。

現場代理人及び技術者専任通知書の提出は、配置が確実になった技術者について、工事開始日までに

（別紙３）「現場代理人及び技術者選任通知書」で発注者に提出し、CORINS登録を行うこと。


